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田村広域行政組合解散に伴うお知らせ
【市内清掃施設の名称変更】
　田村広域行政組合が 3 月 31 日をもって解散するため、4 月以降の市内清掃施設は市が引き継ぎ運営を行います。
引き継ぎにより名称が変わりますのでお知らせします。

【し尿収集・浄化槽清掃業務受付】
　田村地方衛生処理センターで行っている業務は 4 月以降、市が引き継ぎ業務を継続します。４月以降の業務依頼は、
田村地方衛生処理センターで受け付けし、市に引き継ぎますのでこれまでどおりご連絡ください。なお、4 月以降は
名称が「たむら衛生処理センター」へ変わりますが、連絡先電話番号は変わりません。
●業務受付先　田村地方衛生処理センター (82-1272
問市民部 生活環境課 (81-2272

所在地 現在の名称 新たな名称
滝根町 田村東部環境センター たむらクリーンセンター
船引町 田村地方衛生処理センター たむら衛生処理センター
常葉町 田村広域一般廃棄物最終処分場 たむら一般廃棄物最終処分場

 　

問郡山消防本部 予防課(024-923-8172

消防署からのお知らせ消防署からのお知らせ

　たき火と火災は紙一重です。風が強く空気が乾燥し
ているこの時季は、特に注意しましょう。

◆風の強い日は行わない
◆必ず消火の準備をする
◆完全に消えるまでその場を離れない

たき火からの出火防止
エゴマ搾油北部エゴマ搾油北部作業所作業所

ｰ ｰ 22月の稼働月の稼働日 ｰ日 ｰ

 稼働日 … 26 日（日）
●受付　午前 8時 30分～ 11時 30分

●場所　北部作業所（船引町新舘）

●問い合わせ

　産業部 農林課　(81-2511

▼市役所・行政局・公民館・図書館などの公共施設
▼ふねひきパーク食品館▼ヨークベニマルメガステー
ジ田村店▼リオン・ドール船引店▼ TSUTAYA 船引店

広報紙はここでも配っています！

●問い合わせ　
　総務部 総務課
　(81-2117

店舗配布は、最新号のみの
取り扱いです。

　　　　　

寒さが厳しくなっています！水道の凍結に注意！寒さが厳しくなっています！水道の凍結に注意！
◆凍結防止策
　・電気で保温するか、保温材（毛布など）を巻く
　・「水抜き栓」で水道管の水抜きをする
◆凍結したら…
　ドライヤーなどの温風を凍結した部分にあてるか、
　蛇口を全開にし、凍結した部分に布などを巻き、ぬ
　るま湯を繰り返しゆっくりとかける。
※無理に蛇口をひねったり、熱湯を直接かけたりす　
　ると、水道管が破損する恐れがあります。
◆水道管の破損や解凍ができない場合
　最寄りの市指定給水装置工事事業者に修理を依頼し
　てください。修理・調査費用は個人負担です。

事業者一覧
はこちら▶︎

漏水の
確認方法▶︎

◆漏水の確認方法（市上水道をご利用の方）
　水道管が破裂し水が漏れると、水道料金が高くなり
　ます。自宅の水道メーターで漏水の可能性の有無を
　確認できますので、定期的に確認し管理しましょう。
　問上下水道局 上下水道課 (82-1527

　　
　　　

　　　　　
国民健康保険組合加入者の方へ国民健康保険組合加入者の方へ

乳幼児および児童医療費助成制度のお知らせ乳幼児および児童医療費助成制度のお知らせ
　乳幼児および児童医療費助成が 2 月から県内の医療機関で窓口無料化（現物給付）に変わり、受給資格証が新
しくなります。新しい受給資格証は 1 月末に郵送していますので、2 月からお使いください。古い受給資格証は
こども未来課または行政局へ返却してください。
●対象
　・国民健康保険組合加入者
　　（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある方の入院・通院費用）
　・県内の医療機関で、窓口での一部負担金が 1 カ月 21,000 円未満の場合
　詳しい内容は、お問い合わせください。
問保健福祉部 こども未来課 (82-1000

移住者就労支援事業移住者就労支援事業
「求職者向けオンラインイベント」開催「求職者向けオンラインイベント」開催

　田村市に移住をしたい方、田村市で就労を希望されている方に向けたオンラインイベントを開催します。市内企
業採用担当者から、会社・求人情報を紹介します。市民の方もお気軽にお申し込みください。
　市内の求人情報を掲載したホームページ「たむらしごと」を開設しましたので、ぜひお役立てください。
●日時　2 月 18 日 ( 土 ) 午前 10 時～ 11 時 40 分
●場所　オンライン（ZOOM）
●対象　求職者
●参加費　無料
●申込　申込フォームまたは電話でお申し込みください。
問・申株式会社ワールドスタッフィング
　　　田村市「移住者の多様なニーズに対応する就労先の創出事業」受託事業者
　　　担当：菅野(024-937-1481 

申し込みは
コチラ▶︎

たむらしごと
はコチラ▶︎

行政相談
総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政機関や
特殊法人などへの、意見・要望等を受け付けて、その解
決を促進するようお手伝いします。
●日時　3 月 7 日（火）午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
●場所　常葉行政局 2 階 会議室
●相談委員　横田 弥一郎さん（船引町）
　　　　　　増田 英子さん（常葉町）
問総務部 総務課 (81-2111

特設人権相談
人権に関する相談（家族、近隣関係、学校・職場の問
題など）をお気軽にご相談ください。相談は無料で、
秘密は固く守られます。
●特設相談所（午前 10 時～午後 3 時）

・3 月 3 日（金）常葉行政局 第 2 会議室   
・3 月 7 日（火）市役所 1 階 102 会議室

問福島地方法務局 郡山支局 (024-962-4500


